
令和７年度 五條市立二見公民館 エアコン取替修繕 仕様書 

 

 

１．総則 

  この仕様書は、五條市が令和７年度に実施する下記施設のエアコン取替修

繕について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

２．納品場所 五條市二見２丁目５番１号（五條市立二見公民館） 

 

        

３．履行期間 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

 

４．内  容 

（１）大会議室（180 ㎡）エアコンの取替修繕を行う。 

    和室（15 畳及び 18 畳）エアコンの取替修繕を行う。 

（配管化粧カバーを含める） 

（設置場所は別途協議する） 

（２）旧エアコンについては撤去し、危険のないよう配線の処理を行う。 

※エアコンを使用するにあたり、電気設備の変更等が必要な場合は金額に含 

めること 

 

（参考品） 

設置場所 メーカー名 品番 数量 

大会議室（180 ㎡） 

パナソニック株式会社 

PA-P560UXR5 

APR-CHP680B 

CS-P71P3U 

CZ-P71P3U 

１ 

１ 

８ 

８ 

三菱電機株式会社 
PUHY-RP280 DMG9 

PFFY-P71LE MG9 

２ 

８ 

和室（15 畳） 
パナソニック株式会社 

PA-P63B7HNB 

AD-NMN2333 

１ 

１ 

三菱電機株式会社 PSZ-ERMP 63K4 １ 

和室（18 畳） 
パナソニック株式会社 

PA-P80B7HNB 

AD-NMN2333 

１ 

１ 

三菱電機株式会社 PSZ-ERMP 80K4 １ 

 

 

５．施設の下見及び施工図面の確認について 

   施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。 

また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。 

 

・下 見 日 令和７年５月３０日（金） 

      令和７年６月 ２日（月） 

      令和７年６月 ３日（火） 



 

・下見時間 午後１時３０分から午後４時 

     

・条  件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。 

 

 

６．その他 

（１）受注者は、設置の実施にあたり、関連する法令等を遵守すること。 

（２）受注者は、設置の実施にあたり、事故の内容安全管理に十分留意する 

 ものとし、対象施設及び第３者に損害を与えた場合は、その損害を賠償 

する義務を負うものとする。 

（３）設置の実施に伴い使用する機材及び消耗品については、受注者が準備 

すること。 

（４）発生材の処分等については、受注者が関連法令に従い、適切に処分 

すること。 

（５）受注者は、設置完了後、写真を添え、請求書を提出すること。 

 （６）設置の実施にあたり、その他必要な事項については、発注者と受注者 

が協議の上、決定することとする。 

 


